
只見町自動車急発進抑制装置設置費補助金交付要綱 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、高齢者の自動車の運転中の事故の防止及び事故発生時の被害の軽

減を図るため、高齢者が設置する自動車の急発進抑制装置に要する費用について、予

算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関してこの要綱を定め、

交通安全の推進と交通事故防止に寄与することを目的とする。 

（補助対象者）  

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、自ら使用す

る自家用自動車に装置を設置する者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす

者とする。  

(１) 町内に住所を有し、６５歳以上（第６条の規定による申請の日（以下「申請

日」という。）が属する年度の末日までに６５歳に達する場合を含む。）であるこ

と。  

(２) 申請日において有効期限内の自動車運転免許証を保有していること。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者については、補助金を交付しな

い。  

(１) 町税等を滞納している者  

(２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又は同

条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する

者  

(３) 前２号に掲げる者のほか、町長が補助金の目的等に照らして適当でないと認め

る者  

（補助対象経費）  

第３条 補助対象経費は、国土交通省が認定した後付けのペダル踏み間違い急発進抑制

装置で、補助金の交付決定後に当該装置を購入及び設置するのに要した経費とする。  

２ 補助対象経費には、前項に規定する設置に際して行った自動車の故障箇所の修理若

しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を含まないものとする。  

（補助対象の自動車）  

第４条 補助金の交付の対象となる自動車は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすも

のとする。  

(１) 自動車は、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号。以下「法」とい

う。）第３条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、自動車検査

証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載された自家用自動車であること。  

(２) 法に規定する自動車の検査を受けたものであること。  

(３) 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に補助対象者と同一の氏名が記載

されている車又は自動車検査証の所有者と生計を一にする補助対象者が使用する車。 

（補助金の額等）  



第５条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（１００円未満の端数

が生じたときは、当該端数を切り捨てた額）とし、２０，０００円を限度とする。  

２ 補助金の交付は、補助対象者１人につき１台限りとする。  

（申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、所定の申請

書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。  

(１) 見積書（購入金額及び設置の明細が分かるものに限る。）の写し  

(２) 装置の概要及び機能が確認できる書類の写し  

(３) 自動車検査証の写し 

(４) 自動車運転免許証の写し 

(５) その他町長が必要と認める書類 

（決定等）  

第７条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の

適否を決定し、所定の交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものと

する。  

（補助金の交付等）  

第８条 前条の規定により交付決定を受けた者は、設置完了の日から６０日以内又は３

月１０日（閉庁日の場合は、その日前において最も近い開庁日）のいずれか早い日ま

でに、次に掲げる書類を添えて、所定の請求書（第３号様式）により速やかに町長に

補助金の交付を請求し、町長は、これに基づき補助金を交付するものとする。 

(１) 領収書（申請者の氏名、車名、装置設置の記載があるものに限る。 ）の写し  

(２) 設置前及び設置後の写真（設置したことが分かるものに限る。）  

(３) その他町長が必要と認める書類  

（決定の取消）  

第９条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。  

(１) 第２条から第５条までの規定に違反すると認めるとき。  

(２) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

(３) その他町長が不適当と認めるとき。  

（補助金の返還）  

第１０条 補助対象者が、既に補助金の交付を受けている場合であって、前条の規定に

より決定を取り消されたときは、速やかに町長に補助金を返還しなければならない。  

（その他）  

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別

に定める。  

 

附 則  

この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 


